
カードローン「せいしんきゃっする」 

信金ギャランティ（株）保証付 
平成 24 年 1 月 16 日現在適用中 

１．商品名  せいしんきゃっする 
２．ご利用いただける方 ・当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方 

・お申込時に満２０歳以上満６５歳以下の方 
・安定継続した収入のある方（配偶者に安定収入がある専業主婦の方も含みま

す） 
・信金ギャランティ（株）（保証会社）の保証を受けられる方 

３．お使いみち ・ご自由です。 
 ただし、事業資金は除きます。 

４．お申込極度額 ・５０万円以上～３００万円以内（１０万円単位） 
５．ご利用限度額 ・１０万円以上～３００万円以内（専業主婦の方は上限５０万円） 

 お借入期間中、保証会社の毎月の途上審査によりご利用限度額を契約極度額

の範囲内で増減させていただく場合があります。（０円になることもありま

す。） 
６．ご契約期間 ・３年（原則として自動更新） 

ただし、満６６歳の誕生日の属する月末に達した場合、ご利用限度額は０円

となります。 
７．ご融資利率 ・当金庫所定の利率を適用させていただきます。 
８．お利息の計算方法  ・毎日の最終残高について付利単位を１００円とし、１年を３６５日とする日

  割計算とします。 
９．ご返済方法 ・毎月１０日（休日の場合は翌営業日）に、ご返済口座から自動引き落としさ

せていただきます。 
・約定返済日（毎月１０日）前日の貸越残高により返済額が決定します。 
 

約定返済日前日の貸越残高   返済額 
３０万円以下 ５千円 
３０万円超５０万円以下 １万円 
５０万円超１００万円以下 ２万円 
１００万円超２００万円以下 ３万円 
２００万円超３００万円以下 ４万円  

１０．保証人・担保 ・必要ありません。 
１１．保証料 ・保証料は融資利率の中に含まれています。別途お支払いいただく必要はあり

 ません。 
１２．苦情処理措置・ 
   紛争解決措置 

苦情処理措置：本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または相談室（9
時～17 時 30 分、電話：058-327-8011）にお申し出ください。

紛争解決措置：東京弁護士会（電話 03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話

03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話 03-3581-2249）の仲裁

センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希

望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記相談室または全国

しんきん相談所（9 時～17 時、電話 03-3517-5825）にお申し出

ください。 
１３．その他 ・当金庫が発行した専用カードにより、当金庫および他の信用金庫、銀行等提

携金融機関のＡＴＭでもご利用（ご融資）いただけます。 
・お申込みに際しましては当金庫所定の審査をさせていただきます。 
 審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご

了承ください。 
・ローンの詳しい内容、または現在の融資利率やご返済の試算については、当

金庫の本支店またはローンセンターにお問い合わせください。 

 
 


